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ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
し
ま
す

市
は
、
個
人
の
グ
ル
ー
プ
や
企
業
、
各
種
団
体
の

皆
さ
ん
に
、
身
近
に
あ
る
道
路
や
公
園
・
広
場
、
河

川
敷
な
ど
（
公
共
施
設
）
の
清
掃
や
草
刈
り
な
ど
を

行
っ
て
い
た
だ
き
、
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
平
成　

年
�
月
か
ら
仮
称
『
登
別
市
公

��

共
施
設
ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
（
里
親
制
度
）
を

実
施
し
ま
す
。
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ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
？

役
割
分
担
は
ど
の
よ
う
に

な
る
の
で
す
か
？
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管 理 課
���������

��������

�������������������

��������	��
�	�����

��������	
������	��

市民・企業など（里親）の役割

一定区間の公共施設＝養子
（道路、公園・広場、河川敷） ①活動に必要な用具などの提供

　と貸与
②活動に対する保険の加入
③ごみの回収
④アダプトサイン（※）の設置

協働

①空き缶・吸い殻・紙くずなど
　の収集や除草
②その他必要な活動

※美化活動が行われる場所に掲示する看板

合意書の
取り交わ
し

市の役割
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